
入 札 公 告 

 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 平成２７年 ２月 ２日 

  経理責任者 

  独立行政法人国立病院機構米沢病院長 飛田 宗重 

 

１．調達内容 

（１）購入等件名及び数量 食器洗浄業務委託一式 

（２）調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 

（３）履行期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで。 

（４）履行場所 独立行政法人国立病院機構米沢病院 

（５）入札方法 入札金額については、（３）に定める履行期間に要する一切

の費用を含めた額とすること。なお、交渉権者の決定に当たっては、入

札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。）をもって決定するので、入札者は、消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の

１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

２．競争参加資格 

（１）独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（以下、契約細則という。）

第５条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又

は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、

同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）契約細則第６条の規定に該当しない者であること。 

（３）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ、Ｂ

又はＣの等級に格付され、東北地域の競争参加資格を有する者であるこ

と。 

（４）契約細則第４条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有する者

であること。 

 

３．入札書の提出場所等 

（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び

問い合わせ先 

   〒９９２－１２０２ 山形県米沢市大字三沢２６１００－１ 

   独立行政法人国立病院機構米沢病院（担当：経理係長 伊東 芳浩） 



   電話：０２３８－２２－３２１０ 内線：２０８ 

（２）入札説明書の交付方法 （１）にて交付する。 

（３）入札書の受領期限 平成２７年３月２日 １７時００分 

（４）開札の日時及び場所 平成２７年３月４日 １１時００分 院内会議室 

 

４．その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

（２）入札保証金及び契約保証金 免除 

（３）入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印

した入札書に１の（２）に示した購入等件名を履行できることを証明す

る書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入

札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から当該書類に関

し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

（４）入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、

入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効と

する。 

（５）契約書作成の要否 要 

（６）交渉権者の決定方法 契約細則第２１条の規定に基づいて作成された

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札

者を交渉権者とする。ただし、交渉権者となるべき者の入札価格によっ

ては、その者により該当契約の内容に適合した履行がなされないおそれ

があると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取

引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めら

れるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者の

うち最低の価格をもって入札した者を交渉権者とすることがある。 

（７）詳細は入札説明書による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入 札 説 明 書 

 

 

 独立行政法人国立病院機構米沢病院の平成２７年２月２日付入札公告に基

づく食器洗浄業務委託一式の入札等については、独立行政法人国立病院機構

会計規程（以下、「会計規程」という。）、独立行政法人国立病院機構契約事務

取扱細則（以下、「契約細則」という。）、その他法令、及び本件調達に係る入

札公告（以下「入札公告」という。）に定めるもののほか、この入札説明書に

よるものとする。 

 

１．調達内容 

（１）調達等件名及び数量 

   食器洗浄業務委託一式 

（２）調達件名の特質等 

   仕様書のとおり 

（３）履行期間 

   平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

（４）履行場所 

   山形県米沢市大字三沢２６１００－１ 

   独立行政法人国立病院機構米沢病院 

（５）入札方法 

 ① 入札金額については、（３）に定める履行期間に要する一切の費用を含

めた額とすること。 

 ② 交渉権者決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の８

パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた金額とする。）をもって決定するので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を記載した入札

書を提出しなければならない。 

 

２．競争参加資格 

（１）契約細則第５条に規定される次に該当する者は、競争に参加すること

ができない。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人資格であっても、

契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由が

ある場合に該当する。 

（２）契約細則第６条の規定に該当しない者であること。 

（３）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者、経営の状況

又は信用度が極端に悪化している者は、競争に参加させないことがある。 



（４）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ、Ｂ

又はＣの等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者である

こと。なお、競争参加資格を有しない入札者は、速やかに資格審査申請

を行なう必要がある。競争参加資格審査に関する問い合わせ先は次のと

おり。 

   〒９９２－１２０２ 山形県米沢市大字三沢２６１００－１ 

   独立行政法人国立病院機構米沢病院（担当：経理係長 伊東 芳浩） 

   電話：０２３８（２２）３２１０ 内線２０８ 

（５）以下を証明できること。なお、①において実績無き場合、②において

実績ある場合の各証明は、平成２７年２月２０日１７時００分までに

（４）へ提出すること。 

 ① 平成２４年４月１日以降、２００床以上の病院の食器洗浄業務を１２

ヵ月以上継続した実績がある（実績無き場合は、それを遂行できる体制

である）旨。 

 ② 平成２４年４月１日以降、契約の辞退、契約の解除、係争事案（進行

中のものを含む）、行政処分、指名停止の実績がある場合はその旨（案件

の概要、対応等）。 

 

３．入札書の提出場所等 

（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

   ２．（４）に同じ。 

（２）入札書の受領期限 

   平成２７年３月２日（月）１７時００分まで 

（３）開札の日時及び場所 

   平成２７年３月４日（水）１１時００分 院内会議室 

（４）入札書の提出 

 ① 入札書は別紙様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏

名（法人の場合はその名称又は商号）及び「３月４日開札 食器洗浄業

務委託一式の入札書 在中」と朱書しなければならない。 

 ② 郵便（書留郵便に限る）より提出する場合は二重封筒とし、表封筒に

「３月４日開札 食器洗浄業務委託一式」の旨朱書きし、中封筒の封皮

には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書し、上記３（１）宛に入札

書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミ

リ、電話その他の方法による入札は認めない。 

 ③ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすること

はできない。 

（５）入札の無効 

 ① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者

又は入札に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効



とする。 

 ② 入札書を受領した場合であっても当該資格審査が開札日時までに終了

しないとき、又は、資格を有すると認められなかったときは、当該入札

書は無効とする。 

 ③ 競争参加資格者以外の者（支店・営業所等）が入札に参加する場合、

競争参加資格者からの委任状の提出がなく提出した入札書は無効とする。 

 ④ その他、次に該当する入札書は無効とする。 

  ア．押印のないもの 

  イ．入札金額に訂正があるもの及び不明確のもの 

  ウ．競争参加者（代理人又は復代理人を含む）の氏名・住所（法人の場

合はその名称、住所及び代表者職氏名）の判然としないもの 

  エ．複数の入札書を提出した場合は、当該入札書の全部 

（６）入札の延期等 

   入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札

を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該

入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 

（７）代理による入札 

 ① 代理人又は復代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、

名称又は商号、代理人又は復代理人であることの表示、及び当該代理人

又は復代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに

別紙様式による代理及び復代理委任状を提出しなければらない。なお、

開札時には必ず印鑑を持参すること。 

 ② 入札者、その代理人又は復代理人は、本入札について、他の入札者の

代理人を兼ねることはできない。 

（８）開札 

 ① 開札は、入札者、その代理人又は復代理人を立ち会わせて行なう。た

だし、入札者、その代理人又は復代理人が立ち会わない場合は、入札事

務に関係のない病院職員を立ち会わせて行なう。 

 ② 入札者、その代理人又は復代理人は、開札時刻後において開札場に入

場することはできない。 

 ③ 入札者、その代理人又は復代理人は、開札場に入場しようとするとき

は、入札関係職員の求めに応じ、競争参加資格を証明する書類、身分証

明書又は入札権限に関する委任状のいずれかを提示しなければならない。 

 ④ 入札者、その代理人又は復代理人は、経理責任者が特にやむ得ない事

情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 

 ⑤ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がない

ときは、引き続き再度の入札を行なう場合がある。 

 

 



４．その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨 

（２）入札保証金及び契約保証金：免除 

（３）入札者に要求される事項 

   この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書の提出に併せ、

２．の競争参加資格を有することを証明する書類を、３．（２）の入札書

の受領期限までに提出しなければならない（２．（５）なお書きに係る証

明は別途。）。なお、開札日の前日までの間において、経理責任者から当

該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

（４）落札者、契約交渉権者及び契約相手方の決定方法 

 ① ３．（４）に従い、証明書類等を添付して入札書を提出した者であって、

２．の競争参加資格を全て満たし、当該入札者の入札価格が契約細則第

２１条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、か

つ、最低価格をもって有効な入札を行なった入札者を交渉権者とする。

なお、交渉権者が複数ある場合は、入札額に応じ交渉順位を付し、同価

額の入札が複数あった場合は、くじ引きにより交渉順位を決定するもの

とする。 

 ② 契約の交渉権者が決まった場合は、直ちにその者と交渉を行ない、契

約価額を決定するものとする。ただし、当該交渉が不調となり、又は交

渉開始から１０日以内に契約締結に至らなかった場合は、交渉順位に従

い他の交渉権者と交渉を行ない、契約価額を決定するものとする。 

 

（５）契約書の作成 

 ① 契約の相手方を決定したときは、契約書を取り交わすものとする。 

 ② 契約書を作成する場合において、契約相手方が遠隔地にあるときは、

まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に経理責任者が当該契約書

の案の送付を受けて、これに記名押印するものとする。 

 ③ ②の場合において、経理責任者が記名押印したときは、当該契約書の

１通を相手方に渡すものとする。 

 ④ 経理責任者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本

契約は確定しない。 

 ⑤ 契約書（案）は別添のとおり。 

（６）支払条件・時期 

   経理責任者の実施する検査に合格し、適正な支払請求書を受理したう

えで、業務の履行日の属する月の翌々月末に支払うものとする。なお、

詳細については、別紙契約書（案）のとおりとする。 

（７）契約に係る情報公開 

   契約細則に基づき、国立病院機構の支出の原因となる契約であって、

予定価格が１００万円（賃借料又は物件の借り入れの場合は８０万円）



を超えるものは、契約締結の日の翌日から起算して７２日以内に調達物

品等の名称及び契約の相手方並びに契約金額等（契約細則第２６条の２

各号に掲げる事項）をホームページに掲示するものとする。 

（８）その他 

   独立行政法人が行なう契約については、「独立行政法人の事務・事業の

見直しの基本方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行

政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合は、当該法人への再

就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するな

どの取組を進めるとされていることから、これに基づき、以下のとおり、

当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所

要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応

募又は契約の締結を行なっていただくものとする。なお、案件への応札

若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとする。また、応

札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協

力をしない相手方については、その名称等を公表する場合がある。 

 ① 公表の対象となる契約先 

   次のいずれにも該当する契約先 

  一 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職している

こと又は課長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）

が役員、顧問等として再就職していること 

  二 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を

占めていること 

 ② 公表する情報 

   上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び

数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報

を公表する。 

  一 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人

数、職名及び当機構における最終職名 

  二 当機構との間の取引高 

  三 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次

の区分のいずれかに該当する旨 

   ３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２

以上 

  四 一者応札又は一者応募である場合はその旨 

 ③ 当方に提供していただく情報 

  一 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在

の職名及び当機構における最終職名等） 

  二 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の

取引高 



 ④ 公表日 

   契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内 

（９）その他詳細不明の点についての問い合わせ先 

   ２．（４）に同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



業 務 請 負 契 約 書（案） 

 

 独立行政法人国立病院機構米沢病院長 飛田 宗重（以下「甲」という。）

と、【契約相手方の商号又は名称、代表者職名・氏名】（以下「乙」という。）

は、食器洗浄業務に関する請負について、次の条項により契約を締結する。 

 

（委託業務） 

第１条 甲は次に掲げる業務（以下「委託業務」という。）を乙に委託し、乙

はこれを受託する。委託業務の詳細は別紙「仕様書」のとおりとする。 

 （１）業 務 名 食器洗浄業務委託 

 （２）履行場所 山形県米沢市大字三沢２６１００－１ 

         独立行政法人国立病院機構米沢病院 

 

（契約金額） 

第２条 契約金額は、○○，○○○，○○○円（内消費税等額○，○○○，

○○○円）とする。（内訳：月額○○○，○○○円（内消費税等額○○○，

○○○円）） 

２ 前項の消費税等額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方

税法第７２条の７７及び第７２条の８３の規定に基づき請負代金に１０８

分の８を乗じて得た額である。 

３ 契約保証金は免除する。 

 

（契約期間） 

第３条 契約期間は、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までと

する。 

 

（経費負担区分及び施設等の使用） 

第４条 甲は、乙が委託業務を行なう上で必要な施設及び設備を契約期間中

において無償で乙に提供するものとする。 

２ 業務従事者の控室は甲の指定する場所を無償で提供する。ただし、控室

使用にかかる光熱水料については乙の負担とする。 

３ 乙は、甲から提供された施設等の防火、衛生について善良な管理を行な

い、目的以外に使用してはならない。 

 

（監督者、業務責任者の配置） 

第５条 甲は、甲の指名する職員を監督者と定め、乙は業務責任者を定める

ものとする。 

２ 監督者は、業務の円滑な運営を図るため、業務責任者に対して必要な指



示、承諾又は協議を行なう権限を有する。 

３ 業務責任者は、委託業務の履行に際し、業務従事者に指揮・監督を行な

うとともに業務の円滑な運営を図るため、監督者に対して必要な意見を述

べ又は協議を行なう権限を有する。 

４ 乙は、業務責任者及び業務従事者を定めるとき、又は変更しようとする

ときは遅滞なく甲に通知するものとする。 

 

（個人情報に関する秘密保持等の義務） 

第６条 乙は、この契約において処理することとされた事項に関して甲から

提供された個人情報又は処理を行なうに当たり知り得た個人情報について

は、厳重に管理し、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。 

 

（業務従事者の個人情報の保護に関する措置） 

第７条 乙は、この契約業務に従事する者について、個人情報の保護に関す

る非開示契約の締結、教育訓練等の必要な人的安全管理措置に講じ、かつ、

契約の処理にあたり適切な監督を行なわなければならない。 

 

（個人情報の複製等の制限） 

第８条 乙は、甲と合意した目的、方法等によらないで、甲から提供された

個人情報を利用若しくは加工し、複製若しくは送信し、又は当該個人情報

が記録された媒体を送付若しくは持出してはならない。 

 

（個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応） 

第９条 乙は、甲から提供された個人情報が漏えいし、又は漏えいしたおそ

れがあるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。 

 

（委託終了時における個人情報の消去） 

第１０条 乙は、この契約が終了したときは、直ちに甲から提供された個人

情報を消去しなければならない。 

 

（秘密保持規定の効力） 

第１１条 第６条の規定は、第３条の契約期間の経過又は契約の解除により

契約が終了した後についても効力を有する。 

 

（個人情報保護に関する規定に違反した場合における契約解除等の措置） 

第１２条 乙が第６条から前条までの規定に違反したときは、甲はこの契約

を解除することができる。 

 

 



（個人情報保護に関する規定に違反した場合における損害賠償） 

第１３条 乙が第６条から第１１条までの規定に違反した場合には、乙は甲

が被った損害を賠償しなければならない。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第１４条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又

は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただ

し、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協

会及び中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の

２に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。 

２ 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、

速やかにその旨を書面により甲に届けなければならない。 

 

（再委託の禁止） 

第１５条 乙は、委託業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせること

ができない。ただし、乙において委託業務の遂行が困難となった場合の業

務代行など甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 

 

（遅滞料） 

第１６条 甲は、乙の責に帰す事由により本契約に定める期日に履行できな

いときは、遅滞料を徴収するものとする。 

 

（履行の延期） 

第１７条 乙は、その責に帰すべき以外の天変地変その他の事由により履行

遅滞が生じたときは、その事実の発生後、速やかに状況を詳細に記載した

書面により、甲に通知しなければならない。 

２ 甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに調査を行ない確認し、結果

を乙に書面をもって通知するものとする。 

３ 甲は、前項により状況が確認され、その事由が正当と認めたときは、第

１６条に定める遅滞を免除して、履行の延期を認めることができる。 

 

（報告及び検査） 

第１８条 乙は、実施した作業の内容その他の必要事項を別に定める日誌に

記録し、業務終了後遅滞なく甲に報告しなければならない。 

２ 甲は、前項の報告により業務の履行状況を検査するとともに、必要に応

じて乙に対し説明及び改善を求めることができる。 

３ 乙は、前項の検査に合格しないときは甲が指定する期日までに再度業務

を履行しなければならない。 

４ 乙は、業務の履行に際し事故又はその恐れのあるときは甲及び関係各署



に速やかに通知し、甲はこれに対して直ちに充分の措置を講ずものとする。 

 

（契約代金の請求及び支払） 

第１９条 乙は、各月の業務終了後、翌月に１ヶ月分の支払請求書を甲に提

出するものとする。 

２ 甲は、原則として、業務が履行された日の属する月の２ヶ月後の末日ま

でに乙の指定する金融機関口座に支払いするものとする。 

３ 前項の支払日が、甲の取引銀行の休業日に当たるときは、その休業日の

直前の営業日を支払日とする。 

 

（契約の変更） 

第２０条 契約期間中において、天変地変その他の不測の事態に基づく経済

情勢の激変、患者数の大幅な増減等により、契約金額が著しく不適当であ

ると認められるに至った場合はその実情に応じ、甲乙協議のうえ、契約金

額その他の契約内容及び業務仕様書を変更することができる。 

 

（危険負担） 

第２１条 本契約の履行に関して発生した損害については、乙が負担するも

のとする。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由により生じた

ものについては、甲が負担するものとする。 

 

（瑕疵担保） 

第２２条 乙は、第１８条に定める検査後であっても、履行内容に瑕疵があ

ったときは責任を負うものとし、甲の指示に従わなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第２３条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約

の全部又は一部を解除することができる。 

 一 乙が本契約を遵守せず、甲の指示に従わないとき。 

 二 乙が本契約の解除を請求し、その理由が正当なとき。 

 三 乙がその責に帰すべき事由により、本契約を履行する見込みがないこ

とが明らかに認められるとき。 

 四 乙又は乙の代理人、使用人等が甲の業務執行を妨げ、又は重大な不法

不当行為があると認められるとき。 

 五 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場

合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独

占禁止法」という。）第７条又は同法第８条の２（同法第８条第１項第１

号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置



命令を行なったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において

読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行な

ったとき、又は同法第７条の２第１３項もしくは第１６項の規定による

課徴金の納付を命じない旨の通知を行なったとき。 

 六 乙又は乙の代理人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の３若

しくは同法第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項の規定による刑の

容疑により公訴を提起されたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴

を提起されたときを含む。）。 

 七 その他、乙が本契約に違反したとき。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の２第  

１３項又は第１６項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該

通知書の写しを甲に提出しなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第２４条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契

約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金（損害賠償金の

予定）として、甲の請求に基づき、契約金額（本契約締結後、契約金額の

変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に相当する

額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は

同法第８条の２（同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行

為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行ない、当該排除措置命

令又は同法第６６条の第４項の規定による当該排除措置命令の全部を取

り消す審決が確定したとき。 

 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２

第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規

定による課徴金の納付命令を行ない、当該納付命令又は同法第６６条第

４項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 

 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２

第１３項又は第１６項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を

行なったとき。 

 四 乙又は乙の代理人が刑法第９６条の３若しくは同法第１９８条又は独

占禁止法第８９条第１項の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当

するときは、前項に規定する契約金額の１００分の１０に相当する額のほ

か、契約金額の１００分の５に相当する額を違約金として甲が指定する期

日までに支払わなければならない。 

 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２

第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）及び



第６項の規定による課徴金の納付命令を行ない、当該納付命令又は同法

第６６条第４項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定

したとき。 

 二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかに

なったとき。 

 三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行なっていない旨の誓

約書を提出しているとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができな

い。 

４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を

超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求すること

を妨げない。 

 

（違約金に関する遅延利息） 

第２５条 乙は前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わない

ときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、

年５パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければなら

ない。 

 

（契約の解除） 

第２６条 甲は、自己の都合により本契約を解除できるものとする。ただし、

甲は乙に対し損害を与えないよう措置を講じなければならない。 

 

（契約解除の場合の履行済部分代価の支払） 

第２７条 甲は、本契約を解除したときに既に甲が第１８条に定める検査を

終了した乙の履行済部分があるときは、それに相当する代価を乙に支払う

ものとする。 

 

（損害賠償） 

第２８条 乙は、乙の責に帰すべき事由により生じた損害について、客観的

に承認された損害証明に基づき、その損害を賠償するものとする。 

２ 甲は、乙の責に帰すべき事由により甲又は甲の職員並びに第三者が損害

を受けたときは、乙に対してその損害を賠償させることができる。 

３ 甲は、乙の責に帰すべき事由により施設、設備及び備品等を滅失、毀損

したときは、乙に対してその損害を賠償させることができる。 

 

第２９条 甲は、前条の損害を被ったときは、その事実を知った日から７日

以内に書面にて乙に通知するものとする。 

 



（契約に関する紛争の解決方法） 

第３０条 本契約について甲・乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、甲・乙

は誠意を持ってその解決にあたるものとし、解決できない場合は、必要に

応じて甲・乙協議のうえ選定した者に調停を依頼する。 

２ 本契約に関する紛争が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所をも

って管轄裁判所とする。 

 

（附則） 

第３１条 本契約及び業務仕様書に定めのない事項について疑義を生じたと

きは、その都度、甲・乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲・乙双方記名捺

印のうえ、各自１通を所持するものとする。 

 

 

 平成○○年○○月○○日 

 

    甲  山形県米沢市大字三沢２６１００－１ 

       独立行政法人国立病院機構米沢病院長 飛田 宗重 

 

 

 

    乙  【商号又は名称、代表者職・氏名】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



食器洗浄業務委託仕様書 

 

 

１．用語の定義等 

（１）当院を「甲」、業務を受託した者（甲の契約相手方）を「乙」という。

なお、乙のうち、特に実際の業務に当たる者を「業務従事者」として区

別する場合がある。 

（２）「病棟」は全病棟を対象とする。なお、特に３、５病棟（各５０床）を

「一般（病棟）」、Ｉ、Ｇ病棟（各６０床）を「重心（重症心身障がい児

（者））（病棟）」と区別する場合がある。 

（３）業務（作業）は、全て準備及び後片付けを含めるものとする。 

（４）その他、乙は、特に言及ない限り当院の特殊性（難病、重症心身障が

い児（者）医療の提供等）を十分に認識し、患者に影響を及ぼすことの

ないよう事故防止及び衛生管理等に万全を期し、業務従事者の健康管理

に努めるものとする。 

 

２．目的 

   患者給食に係る食器洗浄消毒及び中央配膳の盛付配膳業務を委託する

ことにより、作業効率向上及び患者サービスの充実、質的向上を図る。 

 

３．業務日及び業務時間 

   契約期間の毎日、概ね午前６時００分から午後７時００分までの間。

ただし、業務遂行に支障等ある場合は、事前に甲乙協議のうえ変更でき

るものとする。 

 

４．業務内容 

（１）朝、昼、夕食の盛付、配膳、下膳及び配膳用台車、下膳用台車の運搬

回収。 

（２）食器全般の洗浄消毒。 

 ・対象：飯丼、汁碗、大皿、角皿、深皿、小鉢、フルーツ皿、小皿、とん

すい、大深鉢、中深鉢、ランチ皿、蓋、ジュース、カップ、経管栄養ボ

トル等の食器類、及び４８×３３cm 大の角盆。 

 ・一日当たり処理数（概算）：食器類２，８２０枚（内訳：一般９００枚、

重心１，９２０枚、その他経管栄養ボトル等３００個）、角盆３５０枚。 

（３）食器洗浄室（等）の清掃を定期的に行い衛生管理に努める。 

（４）業務区分及び作業内容（表記は、業務／区分／作業内容の順。） 

 ①盛付配膳／盛付配膳／朝、昼、夕食の盛付配膳（一般食、流動食等食事

全般。）。 



 ②下膳／下膳／朝、昼、夕食分を下膳用台車で食器洗浄室まで運搬（使用

後清掃のうえ、下膳台車を病棟に返却）。残飯は所定容器で回収。 

 ③－１食器洗浄／食器の下洗い及び浸漬／食器を下洗い水槽で温水により

下洗いし浸漬。 

 ③－２食器洗浄／食器送り／③－１の食器を食器洗浄機に送り込む。 

 ③－３食器洗浄／食器受け／③－２の食器を種類別に金網籠に入れ、食器

消毒保管に収納（注：食器の洗浄仕上げは、洗剤の残存がないように十

分注意する。）。 

 ③－４食器洗浄／消毒及び保管／食器は消毒保管庫に収め、８０℃の温度

で約３０分以上消毒を行なう。終了後、食器はそのまま食器消毒保管庫

で保管する。 

 ③－５食器洗浄／食器の手洗／脂肪、油、蛋白質等の付着した汚れは、水

槽に温水にて一定時間浸し、手洗いにより完全に洗浄を行なう。 

 ③－６食器洗浄／洗浄剤濃度等／食器洗浄の洗浄は、甲が通常使用する純

良な無リン洗剤を使用し、濃度は常に０．１５％～０．２％を維持する。

作業終了後、たい積した残菜及び付着物を除去し清掃のうえ点検整備。 

 ④－１食器洗浄消毒室の清掃／洗浄機及び各機器類／作業終了後は整理整

頓のうえ清掃を行ない（洗浄室出入口を含む）、常に清潔保持に留意する。 

 ④－２食器洗浄消毒室の清掃／洗浄室及び消毒庫の管理／食器消毒保管庫

の内外は常に清掃し、清潔保持に留意する。 

（５）甲が考える業務のタイムスケジュール（例） 

 【 ６：００】 

  ・重心病棟盛付業務全般。 

 【 ７：１０】 

  ・重心病棟配膳台用台車運搬。 

 【 ７：１５】 

  ・一般病棟牛乳、ヤクルト等用意 

 【 ７：３０】 

  ・病棟の盛付配膳、医局へ検食運搬 

 【 ８：３０】 

  ・経管栄養ボトル、病棟の食器をシンクから取り出す（前日浸漬分）。 

  ・病棟の食器回収及残飯処理（シンクに浸す）。 

  ・洗浄器準備（第１、２タンクのバルブ開け、タンク内を湯で満たす）。 

 【 ９：５０】 

  ・蒸気開始。蒸気のメーターが赤の位置まで上がったら機械始動。始動

後はタンク内の湯が減るので再度満杯にする。 

 【 ９：５５】 

  ・仕上げ用の湯が８０℃以上を確認し洗浄開始。トレー、食器を種類毎

に入れる。 



 【１０：００】 

  ・重症心身障がい児（者）病棟分の盛付配膳（薬杯、スプーン等運搬。

１３時３０分～１４時までに一般病棟へ経管栄養ボトル、薬杯、スプ

ーンと下膳用台車を全病棟へ返却）。 

  ・医局検食運搬。 

 【１２：３０】 

  ・洗浄終了、機械停止。①Ｎｏ．２ポンプ→②Ｎｏ．１ポンプ→③コン

ベア→④蒸気の順にタンクの湯を捨て、水で洗い流し、再度タンクに

湯を入れて一分程度機械を動かす。 

 【１３：００】 

  ・使用日の前々日に濃厚流動食カードにより個別分けされた１日分を各

病棟に配膳。 

 【１３：３０】 

  ・下膳作業及び残飯処理（シンクに浸す。） 

  ・下膳用台車を全病棟へ返却。 

 【１４：００】 

  ・食器消毒保管庫の食器を給食の食器棚に運搬。 

 【１４：３０】 

  ・食器をシンクから取り出し洗浄、乾燥し、食器消毒保管庫へ移動。 

 【１５：００】 

  ・洗浄後の食器を消毒保管庫に入れる。 

 【１５：３０】 

  ・水槽に水を張る。 

 【１５：５０】 

  ・重症心身障がい児（者）病棟の盛付配膳。 

 【１６：５５】 

  ・夕食配膳用台車を重症心身障がい児（者）病棟へ運搬。 

 【１７：１０】 

  ・医局検食運搬。 

 【１７：４５】 

  ・配膳車トレー準備、濃厚流動食運搬。 

 【１８：００】 

  ・一般病棟配膳用台車病棟へ運搬、重症心身障がい児（者）病棟配膳用

台車回収。 

 【１８：１５】 

  ・配膳用台車トレーセット。 

 【１８：３０】 

  ・下膳用台車回収（一般病棟は栄養ボトルも回収）。 

 【１８：４５】 



  ・病棟へ下膳用台車を戻す。 

 【１９：００】 

  ・後片づけ、食器洗浄室を清掃して業務終了。 

 

５．衛生管理 

（１）業務従事者又はその同居人が、伝染病にかかった場合及びその疑いが

あると判断したときは業務に従事してはならない。この場合、現場責任

者は文書でその旨を甲に届け出ること。 

（２）業務従事者は常に被服、頭髪、手指、爪等の清潔保持に留意すること。 

（３）業務従事者は業務開始前、用便後、休憩・休息後は、その都度手指の

洗浄を行うこと。 

（４）業務従事者は食器洗浄消毒室で更衣、放痰等の不衛生な行為をしては

ならない。 

 

６．基本事項 

（１）乙は、作業時間内に食器洗浄、消毒業務が完了できる業務従事者の数

を配置すること。 

（２）甲は、業務従事者の勤務状態不良、その他理由により病院運営に支障

をきたすおそれがあると認めるときは、乙に業務従事者の変更を命ずる

ものとする。 

（３）乙は、業務従事者に対し、業務を行なうに適した清潔な制服等及び会

社名、氏名を記入した名札を必ず着用させること。 

（４）業務従事者に言語、行動等には十分留意し、患者、職員等に不快感を

与えないようにさせること。 

（５）乙は、業務従事者に年１回以上の健康診断及び毎月１回以上定期的な

検便による細菌検査（Ｏ－１５７含む）及び甲の指定する月にノロウイ

ルス検査を受けさせ、その結果をすみやかに提出すること。 

（６）業務従事者は、業務に関係のない場所に立ち入ってはならない。 

（７）業務従事者は、患者の給食業務に支障を来たすことのないよう特に留

意すること。 

（８）乙は、業務従事者の庁舎内等での行為について全ての責任を負うもの

とし、業務上で負傷又は死亡したときにおいても同様とすること。 

（９）業務従事者を変更する場合は業務に支障を来たさぬよう、引継に万全

を期すこと。 

（１０）乙は、業務従事者の服務規律の維持に責任を負うこと。 

（１１）乙及び業務従事者は、院内秩序の保持に努めなければならない。 

（１２）乙は、契約の満了又は解除に伴い業務を引継ぐときは、当院の運営

に支障がないよう、十分な内容をもって引継を行なうこと。 

（１３）乙は業務上知り得た患者等の秘密等を漏らしてはならない。また、



契約解除及び契約終了後についても同様とする。 

 

７．現場責任者の業務 

（１）業務従事者を指揮、監督し、必要な教育を行ない、監督者と円滑な業

務運営のための協議連絡を行なうこと。 

（２）業務請負契約書第４条に定める施設及び設備その他甲の施設、設備及

び備品等の破損、異常等の発見及び事故等が発生したときは直ちに監督

者に報告し指示を仰ぐこと。 

（３）業務請負契約書第４条に定める施設及び設備については、善良なる管

理を行うこと。 

 

８．業務報告 

（１）乙は、業務の実施に先立ち業務従事者の名簿、履歴書等を甲に届け出

るものとする。また、業務従事者を変更する場合も同様とする。 

（２）乙は、毎月の勤務計画表を当該月の前月末日から一週間前までに甲に

提出すること。また、変更する場合は速やかに文書をもって届け出るこ

と。 

（３）乙は、作業日誌を備え、毎日記載・押印のうえ委託者の確認を受ける

こと。 

 

９．経費の負担区分 

（１）業務に必要な電力、用水、蒸気は委託者の負担とする。ただし、洗剤、

漂白剤及び消毒剤等の消耗品は、乙の負担とする。 

（２）前項に定めのない業務に要する各種材料、作業員の制服及び装具洗濯

料、検査料等の経費は、乙の負担とする。また、業務従事者の休憩室に

おける電気、水道の使用料は乙の負担とする。 

 

１０．その他 

（１）業務請負契約書第４条に定める施設及び設備は別表のとおりとする。 

（２）乙の故意又は過失により、甲より貸与された設備及び施設を破損した

場合は、乙の負担により修復するものとする。 

（３）病院内における所属は栄養管理室とする。 

 

 

 

 

 

 

 



（入札書提出期限までに提出） 

 

 

参加資格確認申請書 

 

 

 私は、平成２７年２月２日付入札公告（食器洗浄業務委託一式）で示され

た競争に関し、国立病院機構契約事務取扱細則第５条及び第６条の規程に該

当しないことを確認いたします。 

 また、入札参加者に要求される事項及び必要書類については事実と相違な

いことを誓約いたします。 

 

 

（提出書類） 

 １．資格審査結果通知書（全省庁統一資格） 

 ２．業務履行保証申立書 

 ３．入札説明書２．（５）に関する証明（該当の場合。自由書式。） 

 ４．誓約書 

 

 

 平成２７年○○月○○日 

  経理責任者 

  独立行政法人国立病院機構米沢病院長 殿 

 

 

        所 在 地  ○○○○ 

        商 号 又 は 名 称  株式会社○○○○ 

        代表者職・氏名  代表取締役 ○○ ○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（入札書提出期限までに提出） 

 

 

業務履行保証申立書 

 

 

 私は、平成２７年２月２日付け入札公告（食器洗浄業務委託一式）で示さ

れた競争に関し、（入札者商号又は名称）が貴院と契約締結後、諸般の事情に

より業務の履行が困難となった場合には、当社がその業務を仕様書、標準作

業書等に従って忠実に遂行し、貴院の食器洗浄業務が滞ることのないよう保

証することを申し立ていたします。 

 

 

 平成２７年○○月○○日 

  経理責任者 

  独立行政法人国立病院機構米沢病院長 殿 

 

 

 

        （業務履行保証者） 

        所 在 地  ○○○○ 

        商 号 又 は 名 称  株式会社○○○○ 

        代表者職・氏名  代表取締役 ○○ ○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（入札書提出期限までに提出） 

 

 

入札説明書２．（５）に関する証明 

 

 

 私は、平成２７年２月２日付入札公告（食器洗浄業務委託一式）で示され

た競争に関し、・・・ 

（①の実績ある場合の文面例） 

 入札説明書２．（５）①につきまして、別添契約書（写）をもって証明いた

します。 

（①の実績無き場合の文面例） 

 入札説明書２．（５）①につきましては実績がありませんので、同等業務を

実施できることを別添のとおり証明いたします。 

（②の実績無き場合の文面例） 

 また、同②につきまして、実績は無いことを証明いたします。 

（②の実績ある場合の文面例） 

 また、同②につきましては、・・・（案件の概要、対応等を記載。別紙可。） 

 

 

 平成２７年  月  日 

  経理責任者 

  独立行政法人国立病院機構米沢病院長 殿 

 

 

 

        所 在 地  ○○○○ 

        商 号 又 は 名 称  株式会社○○○○ 

        代表者職・氏名  代表取締役 ○○ ○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（入札書提出期限までに提出） 

 

 

誓 約 書 

 

 

 私は、平成２７年２月２日付入札公告で示された競争に関し、私的独占の

禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）に抵触す

る行為は行っていないことを誓約いたします。 

 なお、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する行為が

明らかになった場合には、契約解除がなされても異議はありません。 

 また、この誓約書の写しが、公正取引委員会に送付されても異議はありま

せん。 

 

 

 平成２７年  月  日 

  経理責任者 

  独立行政法人国立病院機構米沢病院長 殿 

 

 

 

        所 在 地  ○○○○ 

        商 号 又 は 名 称  株式会社○○○○ 

        代表者職・氏名  代表取締役 ○○ ○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（委任状記載例１：代理人が入札に参加する場合） 

 

 

委 任 状 

 

 

 私は、下記受任者を代理人と定め、平成２７年３月４日に行なわれる競争

入札に関し、独行政法人国立病院機構米沢病院との下記事項に関する権限を

委任します。 

 

記 

 

（件 名）食器洗浄業務委託一式 

 

  １  見積、入札に関すること。 

 

  ２  復代理人の選任に関すること。 

 

  ３  その他、上記に付随する一切のこと。 

 

 

 平成２７年○○月○○日 

  経理責任者 

  独立行政法人国立病院機構米沢病院長 殿 

 

 

     （委任者） 

      本社・本店所在地  ○○○○ 

      商 号 又 は 名 称  株式会社○○○○ 

      代 表 者 職 氏 名  代表取締役 ○○ ○○ 

 

 

     （受任者） 

      支店・営業所等所在地 ○○○○ 

      商 号 又 は 名 称   株式会社○○○○ ○○支店 

      代 表 者 職 氏 名   ◯◯支店長 ○○ ○○（受任者印） 

 

 



（委任状記載例２：復代理人が入札に参加する場合） 

 

 

委 任 状 

 

 

 

 

 私は、（     ）を復代理人と定め、平成２７年３月４日に行なわれる

下記件名の入札並びに見積に関する一切の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

（件 名）食器洗浄業務委託一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２７年◯◯月○○日 

  経理責任者 

  独立行政法人国立病院機構米沢病院長 殿 

 

 

      支店・営業所等所在地 ○○○○ 

      商 号 又 は 名 称   株式会社○○○○ ○○支店 

      代 表 者 職 氏 名   ◯◯支店長 ○○ ○○（受任者印） 

 

 

 

 

 

使用印鑑 

復代理人印 

押印箇所 



（第１回目） 

入 札 書 

 

 

 

１．件 名 食器洗浄業務委託一式 

２．入札金額 

        円 本体価格 

（       円 税込価格） 

※必要な場合、金額は桁区切り（，）、小数点（.）を付すこと。 

 

 

 納入物品の仕様、入札条件等全て熟知のうえ、上記のとおり入札

します。 

 

 平成２７年  月  日 

  経理責任者 

  独立行政法人国立病院機構米沢病院長 殿 

 

 

（入札参加者）                

所 在 地                 

商号又は名称                

代表者職名・氏名              

（代 理 人）                

（複代理人）                

 

 

 



（第 回目） 

入 札 書 

 

 

 

１．件 名 食器洗浄業務委託一式 

２．入札金額 

        円 本体価格 

（       円 税込価格） 

※必要な場合、金額は桁区切り（，）、小数点（.）を付すこと。 

 

 

 納入物品の仕様、入札条件等全て熟知のうえ、上記のとおり入札

します。 

 

 平成２７年３月４日 

  経理責任者 

  独立行政法人国立病院機構米沢病院長 殿 

 

 

（入札参加者）                

所 在 地                 

商号又は名称                

代表者職名・氏名              

（代 理 人）                

（複代理人）                

 

 

 


